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『
太
平
經
鈔
』
丙
部
卷
之
三
（
涵
七
四
六

太
平
部

外
上
、
一
七
葉
表
六
行
目
～
一
八
葉
裏
三
行
目
）

二
〇
一
九
年
三
月
二
三
日
（
土
）

於

京
都
大
学
「
道
教
思
想
研
究
会
」

担
当

桐
原

孝
見

【
原
文
】

集
衆
行
事
、
愈
者
以
爲
經
書
、
則
所
治
無
不
解
訣
者
也
。

吾
道
即
甲
子
乙
丑
、
六
甲
相
承
受
、
五
行
轉
相
從
、
四
時
周
反
始
。
書
卷
雖
衆
多
、
各
各
有
可
紀
、
比

若
人
一
身
、
頭
足
轉
相
使
。
一
字
只
（
→
校
正
の
「
適
」
を
採
用
す
る
）
遺
一
字
起
、
賢
之
次
之
以
相
輔
、

合
陰
陽
以
言
語
、
表
裹
相
應
如
䂓
矩
。
始
誦
無
味
有
久
久
、
念
之
不
懈
驗
至
矣
。
（
→
「
始
誦
無
味
、
有

久
久
念
之
、
不
懈
驗
至
矣
。
」
と
す
る
こ
と
も
考
え
る
。
）
灾
害
去
身
神
還
聚
、
人
自
謹
良
無
惡
子
。
爲

無
刑
罰
、
而
道
化
美
極
也
。
明
按
吾
文
以
却
咎
、
扞
禍
、
禍
自
止
、
民
自
壽
、
原
未
得
本
、
無
終
始
。
十

十
相
應
、
太
陽
文
也
。
十
九
相
應
、
太
陰
文
也
。
十
八
相
應
、
中
和
書
也
。
十
七
相
應
、
破
亂
文
也
。
十

六
相
應
、
過
中
書
也
。
十
五
相
應
、
無
知
書
也
、
可
言
半
吉
半
凶
文
。
十
四
中
者
、
邪
文
也
。
十
三
中
者
、

大
亂
文
也
。
十
二
中
者
、
棄
文
也
。
十
一
中
者
、
佚
中
文
也
。
十
七
中
者
已
下
、
不
可
用
、
誤
人
文
也
。

隨
傷
多
少
、
還
爲
人
傷
、
久
久
用
之
不
止
、
法
絕
後
滅
嗣
。
此
爲
十
十
文
也
。

【
校
正
】

『
太
平
經
』
巻
五
〇

灸
刺
訣
第
七
四

◇
則
所
治
無
不
解
訣
者
也
…
經
作
「
則
所
治
無
不
解
訣
者
矣
」

『
太
平
經
』
卷
五
〇

諸
樂
古
文
是
非
訣
第
七
七

◇
一
字
只
遺
一
字
起
…
經
作
「
一
字
適
遺
一
字
起
」

◇
賢
之
次
之
以
相
輔
…
經
作
「
賢
者
次
之
以
相
補
」

◇
合
陰
陽
以
言
語
…
經
作
「
合
其
陰
陽
以
言
語
」

◇
念
之
不
懈
驗
至
矣
…
經
作
「
念
之
不
解
驗
至
矣
」

◇
為
無
刑
罰
…
經
作
「
名
之
爲
無
刑
罰
」

◇
而
道
化
美
極
也
…
經
作
「
道
化
美
極
也
」

◇
扞
禍
禍
自
止
民
自
壽
…
經
作
「
姦
禍
自
止
民
自
壽
」

◇
中
和
書
也
…
經
作
「
中
和
文
也
」

◇
過
中
書
也
…
經
作
「
遇
中
書
也
」

◇
佚
中
文
也
…
經
作
「
迭
中
文
也
」

◇
十
七
中
者
已
下
…
經
作
「
十
十
中
者
以
下
」

◇
法
絕
後
滅
嗣
…
經
作
「
法
絕
後
滅
門
」

◇
此
爲
十
十
文
也
…
經
作
「
此
十
十
文
也
」

【
書
き
下
し
】

衆
く
の
行
事
を
集
め
、
愈
ゆ
る
者

以
て
經
書
と
爲
し
、
則
ち
治
む
る

所

解
訣*1

せ
ざ
る
者
無
き
な
り
。

お
お

い

と
こ
ろ

な

吾
が
道

即

ち
甲
子
乙
丑*

2

、
六
甲*

3

相
い
承
受
し
、
五
行

轉
り
て
相
い
從
い
、
四
時

周
り
て
反
始

す
な
わ

あ

め
ぐ

あ

め
ぐ

す
。
書
卷

衆
多
と

雖

も
、
各
各

紀
す
可
き
有
り
、
比
え
ば
人
の
一
身
、
頭
足

轉
り
て
相
い
使
う
が
若

い
え
ど

お
の
お
の

し
る

べ

あ

た
と

め
ぐ

あ

つ
か

ご
と

し
。
一
字

適

遺
す
も
一
字

起
こ
り
、
賢
の
之
れ
に
次
い
で
以
て
相
い
輔
け
、
陰
陽
を
合
す
る
に
言
語

た
ま
た
ま

お

こ

つ

あ

た
す
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を
以
て
す
れ
ば
、
表
裹

相
い
應
じ
て
䂓
矩
の
如
し
。
始
め
味
わ
い
無
き*

4

を
誦
う
こ
と
久

久
に
有
る

あ

お
う

き

く

ご
と

い

き
ゆ
う
き
ゆ
う

も
、
之
れ
を
念
じ
て

懈

ら
ざ
れ
ば
驗
至
る
。
灾
害

身
を
去
り
神

還
り
て
聚
ま
れ
ば
（
「
灾
害

去
り
身

こ

お
こ
た

い
た

さ
い
が
い

か
え

あ
つ

さ

神

還
り
聚
ま
れ
ば
」
と
す
る
こ
と
も
考
え
る
。
）
、
人

自

ら
謹
良
に
し
て
惡
子
無
し
。
刑
罰
無
く
、

お
の
ず
か

な

な

而
し
て
道
化
の
美
極
と
爲
す
な
り
。
明
ら
か
に
吾
が
文
を
按
じ
以
て

咎

を

却

け
、
禍
を
扞
ぎ
、
禍

自

き
ゆ
う

し
り
ぞ

ふ
せ

お
の
ず
か

ら
止
め
ば
、
民

自

ら

壽

く
、
未
を
原
ね
本
を
得
て
、
終
始
無
し
。

や

お
の
ず
か

い
の
ち
な
が

た
ず

な

十
に
十
相
い
應
じ
る
は
、
太
陽*

5

の
文
な
り
。
十
に
九
相
い
應
じ
る
は
、
太
陰
の
文
な
り
。
十
に
八
相
い
應

あ

お
う

あ

お
う

あ

お
う

じ
る
は
、
中
和
の
書
な
り
。
十
に
七
相
い
應
じ
る
は
、
破
亂
の
文
な
り
。
十
に
六
相
い
應
じ
る
は
、
過
中

あ

お
う

あ

お
う

の
書
な
り
。
十
に
五
相
い
應
じ
る
は
、
無
知
の
書
な
り
、
半
吉
半
凶
の
文
と
言
う
可
き
な
り
。
十
に
四
中

あ

お
う

べ

あ

た
る
者
は
、
邪
文
な
り
。
十
に
三
中
た
る
者
は
、
大
亂
の
文
な
り
。
十
に
二
中
た
る
者
は
、
棄
文
な
り
。

あ

あ

十
に
一
中
た
る
者
は
、
佚
中
の
文
な
り
。
十
に
七
中
た
る
者
已
下
、
用
う
可
か
ら
ず
、
人
を

誤

る
文
な

あ

あ

い

か

も
ち

べ

あ
や
ま

り
。
傷
の
多
少
に

隨

い
、
還
り
て
人
傷
を
爲
し
、
久

久
と
し
て
之
れ
を
用
い
て
止
め
ざ
れ
ば
、
法
と

し
た
が

か
え

な

き
ゆ
う
き
ゆ
う

こ

も
ち

や

し
て
後
を
絕
え
嗣
を
滅
す
。
此
れ
十
十
の
文
爲
り
。

た

【
現
代
語
訳
】

全
て
集
め
て
き
て
、
回
復
し
た
も
の
を
経
典
と
す
れ
ば
、
治
療
し
て
解
決
さ
れ
な
い
も
の
は
な
い
。

我
が
道
は
物
事
の
根
本
で
、
六
甲
が
引
き
継
が
れ
、
五
行
が
変
化
し
て
互
い
に
行
き
来
し
、
四
季
が
移

っ
て
立
ち
戻
る
よ
う
で
あ
る
。
書
籍
は
数
多
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
記
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
た
と
え
ば

か
ず

人
の
身
体
が
、
頭
部
と
脚
部
と
で
動
き
働
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
字
が
た
ま
た
ま
忘
れ
ら
れ
て
も
一

字
が
あ
る
し
、
賢
者
が
整
理
し
て
助
け
、
陰
陽
が
言
葉
と
合
致
す
れ
ば
、
表
裏
が
互
い
に
関
連
し
て
規
則

の
よ
う
で
あ
る
。
当
初
は
味
が
な
い
こ
と
を
長
時
間
誦
え
て
、
怠
け
ず
に
願
え
ば
効
果
が
現
れ
る
。
災
難

な
ま

が
身
体
か
ら
無
く
な
り
神
霊
が
戻
っ
て
集
ま
る
と
、
人
々
は
自
然
に
善
良
で
愚
か
な
者
が
い
な
い
。
刑
罰

が
無
く
、
道
の
教
化
が
最
も
美
し
い
状
態
な
の
で
あ
る
。
確
か
な
の
は
我
が
文
章
を
考
え
る
と
災
い
が
な

く
な
り
、
禍
事
が
防
が
れ
、
自
然
に
終
息
す
れ
ば
、
民
の
寿
命
が
の
び
る
か
ら
、
末
節
を
究
明
し
て
根
幹

ま
が
ご
と

ふ
せ

を
手
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
。
十
に
十
が
適
合
す
る
も
の
は
、
太
陽
の
文
で
あ
る
。

十
に
九
が
適
合
す
る
も
の
は
、
太
陰
の
文
で
あ
る
。
十
に
八
が
適
合
す
る
も
の
は
、
中
和
の
書
で
あ
る
。

十
に
七
が
適
合
す
る
も
の
は
、
ご
た
ご
た
と
し
た
文
で
あ
る
。
十
に
六
が
適
合
す
る
も
の
は
、
ど
こ
か
か

た
よ
っ
た
書
で
あ
る
。
十
に
五
が
適
合
す
る
も
の
は
、
無
知
の
書
で
あ
り
、
吉
凶
が
相
半
ば
す
る
文
と
も

あ
い
な
か

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
十
に
四
が
適
合
す
る
も
の
は
、
邪
悪
な
文
で
あ
る
。
十
に
三
が
適
合
す
る
も
の
は
、

大
い
に
秩
序
を
乱
す
文
で
あ
る
。
十
に
二
が
適
合
す
る
も
の
は
、
捨
て
て
顧
み
な
い
文
で
あ
る
。
十
に
一

が
適
合
す
る
も
の
は
、
失
わ
れ
た
文
で
あ
る
。
十
に
七
が
適
合
す
る
も
の
以
下
は
、
使
う
こ
と
が
出
来
な

い
し
、
人
を
迷
わ
せ
る
文
で
あ
る
。
傷
が
多
い
か
少
な
い
か
で
、
逆
に
人
が
傷
つ
け
ら
れ
、
長
時
間
に
わ

た
り
使
用
を
や
め
な
け
れ
ば
、
法
と
し
て
継
承
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
十
十
が
適
合
す
る
文
で

あ
る
。
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【
原
文
】

樂
得
其
實
者
、
但
觀
上
古
之
聖
辭
、
中
古
之
聖
辭
、
下
古
之
聖
辭
、
合
其
語
言
、
視
其
所
爲
、
可
知
矣
。

復
思
上
古
道
書
、
中
古
道
書
、
下
古
道
書
、
三
合
以
同
類
相
召
呼
、
復
令
可
知
矣
。
凡
書
文
皆
天
談
、
何

故
其
治
時
矣
（
→
校
正
の
「
何
故
其
治
、
時
亂
時
不
平
」
を
採
用
）
。
然
。
能
其
言
（
→
校
正
の
「
能
正

其
言
」
を
採
用
）
、
正
其
言
者
（
→
校
正
の
「
明
其
書
者
」
を
採
用
）
、
理
矣
。
不
正
不
明
、
亂
矣
。
正

言
詳
辭
、
必
致
善
也
。
言
凶
辭
、
必
致
怨
矣
。
欲
致
善
、
但
正
本
、
本
正
則
應
天
文
、
與
聖
辭
相
得
、
再

轉
應
天
理
（
→
校
正
の
「
再
轉
應
地
理
」
を
採
用
。
上
文
と
下
文
の
「
天
文
」
「
人
文
」
と
の
関
係
を
考

慮
す
る
。
）
、
三
轉
爲
人
文
、
四
轉
爲
萬
物
、
萬
物
則
生
浮
華
、
則
亂
敗
矣
（
→
校
正
の
「
浮
華
則
亂
敗

矣
」
を
採
用
）
。
天
文
將
出
（
→
校
正
の
「
天
文
聖
書
時
出
」
を
採
用
）
、
以
考
元
正
始
、
除
其
過
者
置

其
實
、
明
理
凡
書
、
即
天
之
道
也
。
得
其
正
言
者
、
與
天
意
相
應
。
邪
也
。
（
→
『
合
校
』
で
は
後
文
に

繋
げ
る
）

【
校
正
】

『
太
平
經
』
卷
五
一

校
文
邪
正
法
第
七
八

◇
樂
得
其
實
者
…
經
作
「
子
欲
樂
得
其
實
者
」

◇
但
觀
上
古
之
聖
辭
…
經
作
「
但
觀
視
上
古
之
聖
辭
」

◇
復
思
上
古
道
書
…
經
作
「
復
視
上
古
道
書
」

◇
凡
書
文
、
皆
天
談
…
經
作
「
今
凡
書
文
、
盡
為
天
談
」

◇
何
故
其
治
時
矣
…
經
作
「
何
故
其
治
、
時
亂
時
不
平
」

◇
能
其
言
…
經
作
「
能
正
其
言
」

◇
正
其
言
者
、
理
矣
…
經
作
「
明
其
書
者
、
理
矣
」

◇
正
言
詳
辭
、
必
致
善
也
…
經
作
「
正
言
詳
辭
、
必
致
善
」

◇
言
凶
辭
、
必
致
怨
矣
…
經
作
「
邪
言
凶
辭
、
必
致
惡
」

◇
欲
致
善
、
但
正
本
…
經
作
「
欲
致
善
者
、
但
正
其
本
」

◇
再
轉
應
天
理
…
經
作
「
再
轉
應
地
理
」

◇
則
亂
敗
矣
…
經
作
「
浮
華
則
亂
敗
矣
」

◇
天
文
將
出
…
經
作
「
天
文
聖
書
時
出
」

◇
與
天
意
相
應
…
經
作
「
與
天
心
意
相
應
」

【
書
き
下
し
】

其
の
實
を
得
る
を
樂
う
者
、
但
だ
上
古
の
聖
辭
、
中
古
の
聖
辭
、
下
古
の
聖
辭
を
觀
て
、
其
の
語
言
を

そ

ね
が

み

そ

合
し
、
其
の
爲
す

所

を
視
て
、
知
る
可
き
な
り
。
復
た
上
古
の
道
書
、
中
古
の
道
書
、
下
古
の
道
書
を

そ

な

と
こ
ろ

み

べ

ま

思
い
、
三
合
し
て
同
類
を
以
て
相
い
召
呼
す
れ
ば
、
復
た
知
る
可
か
ら
し
む
な
り
。
凡
そ
書
文
は
皆
天
談
、

あ

ま

べ

お
よ

み
な

何
が
故
に
其
れ
治
時
な
ら
ん
（
→
校
正
に
従
え
ば
「
何
が
故
に
其
れ
治
ま
る
も
、
時
に
亂
れ
時
に
平
な
ら

ざ
ら
ん
」
）
。
然
り
。
其
の
言
を
能
く
し
（
→
校
正
に
従
え
ば
「
能
く
其
の
言
を
正
し
く
し
」
）
、
其
の
言

し
か

そ

よ

よ

そ

を
正
し
く
す
る
者
は
（
→
校
正
に
従
え
ば
「
其
の
書
に
明
る
き
者
は
」
）
、
理
ま
る
な
り
。
不
正
不
明
な

お
さ

れ
ば
、
亂
れ
る
な
り
。
正
言
詳
辭
な
れ
ば
、

必

ず
善
を
致
す
な
り
。
言

凶
辭
な
れ
ば
、

必

ず
怨
を
致

か
な
ら

い
た

か
な
ら

い
た

す
な
り
。
善
を
致
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
但
だ
本
を
正
し
、
本
正
し
か
れ
ば

則

ち
天
文
に
應
じ
、
聖
辭
と
相

い
た

た

も
と

も
と

す
な
わ

お
う

あ

い
得
い
、
再
轉
し
て
天
理
に
應
じ
（
→
校
正
に
従
え
ば
「
再
轉
し
て
地
理
に
應
じ
」
）
、
三
轉
し
て
人
文

か
な

お
う

お
う

を
爲
し
、
四
轉
し
て
萬
物
を
爲
す
、
萬
物
は

則

ち
浮
華
を
生
じ
、

則

ち
亂
敗
す
る
な
り
。
天
文

將
に

な

な

す
な
わ

す
な
わ

ま
さ



*
1

解
訣

『
太
平
經
』
卷
五
三

分
別
四
治
法
第
七
九

真
人
純
稽
首
戰
慄
、
「
吾
今
欲
有
所
復
問
、
非
道
事
也
。
見
明
師
言
、
事
無
不
解
訣
者
、
故
乃
敢
冒
慚
復

前
、
有
可
問
疑
一
事
、
何
等
。」

*
2

甲
子
乙
丑

『
太
平
經
』
卷
一
一
九

三
者
為
一
家
陽
火
數
五
訣
第
二
一
二

甲
子
、
天
正
也
、
日
以
冬
至
、
初
還
反
本
。
乙
丑
、
地
正
也
、
物
以
布
根
。
丙
寅
、
人
正
也
、
平
旦
人
以

初
起
、
開
門
就
職
。
此
三
者
、
俱
天
地
人
初
生
之
始
、
物
之
根
本
也
。

*3

六
甲

『
資
治
通
鑑
』
卷
一
七
六
、
陳
紀
一
〇

長
城
公
至
德
二
年
（
五
八
四
）

【
胡
三
省
注
】
古
者
、
八
歲
入
小
學
、
學
六
甲
・
五
方
・
書
計
之
事
。
六
甲
、
謂
六
十
甲
子
也
。

*
4

無
味

『
老
子
』
三
五
章

道
之
出
口
、
淡
乎
其
無
味
。
視
之
不
足
見
、
聽
之
不
足
聞
。
用
之
不
足
既
。

道
の
口
に
出
だ
す
は
、
淡
乎
と
し
て
其
れ
味
わ
い
無
し
。
之
れ
を
視
て
見
る
に
足
ら
ず
、
之
れ
を
聽
い
て

た

ん

こ

こ

み

こ
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出
で
ん
と
し
て
、
以
て
元
を
考
え
始
を
正
し
、
其
の
過
を
除
く
者

其
の
實
を
置
き
、
明
ら
か
に
凡
書
を

そ

そ

理
め
、

即

ち
天
の
道
な
り
。
其
の
正
言
を
得
る
者
、
天
意
と
相
い
應
ず
。
邪
也
。

す
な
わ

そ

あ

お
う

【
現
代
語
訳
】

真
実
を
手
に
入
れ
よ
う
と
望
む
者
は
、
上
古
の
聖
人
の
言
葉
や
、
中
古
の
聖
人
の
言
葉
や
、
下
古
の
聖

人
の
言
葉
を
見
極
め
、
そ
の
言
葉
づ
か
い
を
集
め
て
、
言
動
の
結
果
を
確
認
し
、
会
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
上
古
時
代
の
道
書
、
中
古
時
代
の
道
書
、
下
古
時
代
の
道
書
を
調
べ
、
三
つ
を
照
ら
し
合
わ
せ

て
同
じ
種
類
の
も
の
を
集
め
れ
ば
、
さ
ら
に
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
書
や
文
と
い
う
も
の

は
、
す
べ
て
天
の
言
葉
で
あ
る
、
ど
う
し
て
統
治
が
安
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
（
→
ど
う
し
て
国
家
が

統
治
さ
れ
て
い
て
も
、
乱
れ
た
り
平
和
で
な
か
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
）
。
そ
の
通
り
だ
。
言
葉
に
た

く
み
で
（
→
校
正
に
従
え
ば
「
そ
の
言
葉
を
正
し
く
し
」
）
、
そ
の
言
葉
が
正
し
け
れ
ば
（
→
校
正
に
従

え
ば
「
書
に
明
ら
か
で
あ
れ
ば
」
）
、
平
和
で
あ
る
。
正
し
く
な
く
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
混
乱
す
る
の

で
あ
る
。
正
し
い
言
葉
で
詳
細
に
述
べ
れ
ば
、
必
ず
良
い
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
葉
が
悪
け
れ
ば
、

必
ず
悪
い
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
良
い
結
果
に
し
た
い
な
ら
ば
、
根
本
を
正
し
く
す
る
、
根
本
が
正
し

け
れ
ば
、
天
文
に
合
致
し
、
聖
人
の
言
葉
に
当
て
は
ま
り
、
再
び
変
わ
る
と
天
理
（
→
地
理
）
に
合
致
し
、

三
度
変
わ
る
と
聖
人
の
文
章
と
な
り
、
四
度
変
わ
る
と
万
物
に
な
る
の
で
あ
る
、
万
物
は
浮
華
を
生
じ
さ

せ
、
損
な
わ
れ
る
（
→
校
正
に
従
え
ば
「
浮
華
は
混
乱
敗
亡
す
る
の
で
あ
る
」
）
。
天
文
聖
書
が
現
れ
出

る
さ
い
に
は
、
お
お
も
と
に
な
る
も
の
を
考
え
、
不
要
な
も
の
を
の
ぞ
き
、
書
を
整
え
て
明
ら
か
に
示
す

こ
と
が
、
天
の
道
な
の
で
あ
る
。
正
し
い
言
葉
を
得
る
も
の
は
、
天
の
意
志
と
適
合
す
る
。
邪
也
。



*5

太
陽
・
太
陰
・
中
和

『
太
平
經
鈔
』
卷
二

名
為
神
訣
書

太
陰
・
太
陽
・
中
和
三
氣
共
為
理
、
更
相
感
動
、
人
為
樞
機
、
故
當
深
知
之
。
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聞
く
に
足
ら
ず
。
之
れ
を
用
う
れ
ば
既
く
す
に
足
ら
ず
。

こ

も
ち

つ


